
●母子家庭などへの支援（2面） 

●みんなの健康（3面） 

●人事行政の運営状況（4・5面） 

●ざまインフォメーション（6・7面） 

●技能功労者等表彰受賞者決定（8面） 

12.1
【座間市のお知らせ】 870

市の人口●129，463人（＋568人） 
　　　　　　男65,893人　女63,570人 
市の世帯数●54，254世帯（＋606世帯） 
 平成22年11月１日現在（　）は前年同月との増減 

●母子家庭などへの支援（2面） 

●みんなの健康（3面） 

平成22年 
（2010年） 

●人事行政の運営状況（4・5面） 

●ざまインフォメーション（6・7面） 

●技能功労者等表彰受賞者決定（8面） 

大豆油インクを使用しています 

広報 

　

皆
さ
ん
は
、
〝
人
権
〞
と
い
う
言
葉
か
ら
ど
ん
な
印
象
を
受
け
ま
す
か
。

　

「
と
て
も
大
切
な
も
の
」
「
自
由
で
幸
せ
な
毎
日
を
暮
ら
す
こ
と
」
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ

と
も
、
「
何
だ
か
堅
苦
し
く
て
難
し
い
も
の
」「
自
分
に
は
関
係
な
い
も
の
」
で
し
ょ
う
か
。

　

〝
人
権
〞
と
は
、
「
人
間
が
人
間
ら
し
く
幸
せ
に
生
き
る
権
利
で
、
生
ま
れ
な
が
ら
に
し

て
誰
も
が
持
つ
権
利
」
で
あ
り
、
と
て
も
身
近
で
大
切
な
も
の
で
す
。

　

毎
年　

月
４
日
か
ら　

日
ま
で
は
、
人
権
週
間
で
す
。
市
で
は
、
こ
れ
に
合
わ
せ
て
講
演

１２

１０

会
や
特
設
相
談
を
開
催
し
ま
す
（
下
記
参
照
）
。
自
分
だ
け
で
は
な
く
、
相
手
の
こ
と
を
思

い
や
り
、相
手
の
立
場
に
立
っ
て
物
事
を
考
え
る
機
会
に
し
て
み
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

担
当 
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
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市
民
人
権
課　
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２
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０
８
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２
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市
中
学
校
人
権
ポ
ス
タ
ー
コ
ン
テ
ス
ト　

座
間
市
長
賞　

田
中
美
由
さ
ん
（
南
中
学
校
２
年
）

人権で困ったことはありませんか？

特設人権相談所を開設
　市人権擁護委員会では、基本的人権を守るとともに、その普
及と高揚を図るため、人権週間に合わせて「特設人権相談所」
を次のとおり開設します。
○と　き　１２月７日（火）午前９時～１１時３０分
○ところ　北地区文化センター、東地区文化センター
○費　用　無料
○申込方法　当日直接会場へ
　いずれも相談内容の秘密は固く守られますので、いじめや差
別などの人権侵害をはじめ、家庭や隣近所でのもめごとなども
気軽にご相談ください。

　人権擁護委員は、毎月第２火曜日（１２月は特設相談所にて実
施）に市役所で人権相談に応じているほか、各委員の自宅でも
相談に応じていますので、最寄りの委員に気軽にご相談くださ
い。本市の委員は、次の皆さんです。（敬称略）

電話番号住　　　所氏　　　名

1０４６（２５３）７７３９小松原１丁目岩堀　勝三

1０４６（２５３）９３５０南栗原１丁目森田　洋一

1０４２（７４５）６１２４相模が丘２丁目水澤　加奈子

1０４６（２５２）０３３２南栗原４丁目落合　正子

1０４６（２５１）０４３８入谷１丁目古木　惠美

1０４６（２５５）１３６４緑ケ丘４丁目�川　慶司

1０４６（２５３）６０８９新田宿池上　春夫

み
ん
な
で
築
こ
う 

人
権
の
世
紀 

み
ん
な
で
築
こ
う 

人
権
の
世
紀 

み
ん
な
で
築
こ
う 

人
権
の
世
紀 

考
え
よ
う  

相
手
の
気
持
ち 

育
て
よ
う  

思
い
や
り
の
心 

考
え
よ
う  

相
手
の
気
持
ち 

育
て
よ
う  

思
い
や
り
の
心 

　　　　　　「ＪＲ脱線事故からの生還　　

　　～死者107名の「生」をいただいて～」

人人人人人人人人人人人人人人人権権権権権権権権権権権権権権権問問問問問問問問問問問問問問問題題題題題題題題題題題題題題題講講講講講講講講講講講講講講講演演演演演演演演演演演演演演演会会会会会会会会会会会会会会会

北朝鮮人権侵害問題啓発週間
　北朝鮮当局による人権侵害問題に関する国民の認識を深めるとともに、国
際社会と連携しつつ北朝鮮当局による人権侵害問題の実態を解明し、その抑
止を図ることを目的として、平成１８年６月に「拉致問題その他北朝鮮当局に
よる人権侵害問題への対処に関する法律」が施行され、毎年１２月１０日から１６
日までの一週間は「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」と定められています。
　我が国の喫緊の国民的課題である拉致問題の解決を始めとする、北朝鮮当
局による人権侵害問題への対処が国際社会を挙げて取り組むべき課題とされ
る中、この問題についての関心と認識を深めていくことが大切です。

　市では、内藤友子さんを招いて講演会を行います。内藤さんは平成１７年、
ＪＲ福知山線の脱線事故に遭遇して以来、「生きることの意味」を問い続け
ています。多くの皆さんの来場をお待ちしています。
○と　き　平成２３年１月１８日（火）午後１時３０分～３時（開場午後１時）
○ところ　ハーモニーホール座間（市民文化会館）小ホール
○講　師　精神保健福祉士　内藤友子さん
《講師プロフィール》
　平成１７年、ＪＲ福知山線の脱線事故に遭遇。心身両面長期にわたる傷害を
被る。平成１８年『ＪＲ脱線事故からの生還～キャリア・カウンセラーが綴っ
た再生の記録～』を出版。現在、キャリアデザインやメンタルヘルスの分野
で活躍中。
○定　員　３００人（申込順）
○保　育　平成２３年１月１１日（火）までに要予約（無料、原則２歳以上）
○参加費　無料
○申込方法　電話、ファクスまたは直接市民人権課1０４６（２５２）８０８７　5０４６
（２５２）０２２０へ
※手話通訳・要約筆記あり。
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母
子
家
庭
、
父
子
家
庭
、
寡

婦
の
皆
さ
ん
が
病
気
な
ど
の
た

め
に
、
日
常
の
家
事
、
育
児
な

ど
に
お
困
り
の
と
き
、
家
庭
生

活
支
援
員
が
身
の
回
り
の
世
話

を
す
る
制
度
が
あ
り
ま
す
。
利

用
を
希
望
す
る
方
は
、
電
話
で

担
当
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

○
派
遣
対
象　

次
の
事
由
が
認

め
ら
れ
る
母
子
家
庭
、
父
子

家
庭
、
寡
婦
の
方

　

●●
 

自
立
促
進
に
必
要
な
事
由

（
技
能
修
得
の
た
め
の
通

学
、
就
職
活
動
な
ど
）

　

●●
 

社
会
通
念
上
必
要
と
認
め

ら
れ
る
事
由
（
疾
病
、
看

護
、
冠
婚
葬
祭
な
ど
）

　

●●
 

児
童
扶
養
手
当
を
受
け
て

い
る
か
同
様
の
所
得
水
準

に
あ
る
場
合

○
支
援
内
容　

乳
幼
児
の
保

育
、
食
事
の
世
話
、
身
の
回

り
の
世
話
、
生
活
必
需
品
な

ど
の
買
い
物
、
住
居
の
掃
除

な
ど

○
派
遣
期
間　

同
一
世
帯
で
原

　

市
で
は
、
母
子
家
庭
、
父
子
家
庭
、
寡
婦
の
皆
さ
ん
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
支
援
制
度
を

設
け
て
い
ま
す
。
ま
た
、
市
内
に
は
、
母
子
・
寡
婦
家
庭
の
皆
さ
ん
が
集
ま
っ
て
情
報

を
交
換
し
た
り
交
流
し
た
り
す
る
母
子
福
祉
白
梅
会
も
活
動
し
て
い
ま
す
。

　

今
回
は
市
の
支
援
制
度
や
母
子
福
祉
白
梅
会
に
つ
い
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

担
当　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

子
育
て
支
援
課　

1
０
４
６（
２
５
２
）７
２
０
１
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２
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０
４
３

母
子
家
庭

へ
の
支
援

な 

ど 

な 

ど 

則
と
し
て
年
間
十
日
以
内

○
費　

用　

利
用
世
帯
の
区
分

に
よ
り
、
一
定
費
用
を
負
担

す
る
場
合
あ
り

【
家
庭
生
活
支
援
員
を
募
集
】

○
登
録
可
能
者　

ホ
ー
ム
ヘ
ル

パ
ー
三
級
以
上
、
保
育
士
、

幼
稚
園
教
諭
、
教
員
な
ど
の

有
資
格
者

※
お
手
伝
い
い
た
だ
い
た
家
庭

生
活
支
援
員
に
は
、
手
当
が
支

給
さ
れ
ま
す
。

※
家
庭
生
活
支
援
員
に
つ
い
て

の
問
い
合
わ
せ
や
登
録
方
法
な

ど
は
、
電
話
で
担
当
へ
。

　

母
子
・
寡
婦
・
父
母
の
い
な

い
家
庭
な
ど
の
子
ど
も
が
安
心

し
て
修
学
で
き
る
よ
う
に
、
無

利
子
で
修
学
資
金
、
就
学
支
度

資
金
な
ど
を
貸
し
付
け
て
い
ま

す
。
ご
希
望
の
方
は
、
担
当
に

ご
相
談
く
だ
さ
い
（
事
前
に
要

電
話
予
約
）
。
三
月
末
ま
で
に

貸
し
付
け
が
必
要
な
方
は
平
成

二
十
三
年
二
月
十
七
日
（
木
）

ま
で
に
申
請
が
必
要
で
す
。

　

な
お
、
福
祉
資
金
に
は
、
全

部
で
十
二
種
類
の
貸
付
制
度
が

あ
り
ま
す
。
利
子
は
、
用
途
に

応
じ
て
無
利
子
ま
た
は
年
利
一
・

五
パ
ー
セ
ン
ト
と
な
り
ま
す
。

○
修
学
資
金　

高
等
（
専
修
を

含
む
）
学
校
、
大
学
（
短
大

を
含
む
）
、
専
門
学
校
へ
修

学
す
る
た
め
に
必
要
な
資
金

（
月
額
一
万
八
千
円
〜
五
万

四
千
円
）

○
就
学
支
度
資
金　

小
・
中
・

高
等（
専
修
を
含
む
）学
校
、

大
学
（
短
大
を
含
む
）
、
専

門
学
校
な
ど
の
入
学
に
必
要

　

白
梅
会
は
市
内
在
住
の
母
子
・

寡
婦
家
庭
の
皆
さ
ん
の
集
ま
り

で
す
。
白
梅
会
に
入
会
し
て
い

ろ
い
ろ
な
方
と
交
流
を
持
ち
、

情
報
交
換
し
な
が
ら
一
緒
に
楽

し
く
子
育
て
を
し
ま
し
ょ
う
。

○
主
な
活
動　

研
修
会
、
県
母

子
会
事
業
参
加
、
母
子
慰
安

会
な
ど

○
年
会
費　

八
百
円

○
入
会
申
込　

電
話
で
同
会
会

長
1
０
４
６（
２
５
１
）４
０

９
１
（
関
根
）
へ

母
子
家
庭
な
ど
へ
の

福
祉
資
金
貸
し
付
け

「
母
子
福
祉
白
梅
会
」
へ

入
会
し
ま
せ
ん
か

障害者週間イベント
　市では、障害者週間に合わせて
障害者福祉を身近なことと理解し
ていただき、共に支え合う地域を
構築するために、障害者団体、地
域作業所、地域活動支援センターの紹介や、
施設に通所している障害者による作品の展示
や販売などを次のとおり実施します。
○と　き　１２月６日（月）～１０日（金）午前
９時～午後４時

○ところ　市役所１階市民サロン

障害者スポーツ教室
　障害者の運動不足の解消や交流を深める機
会です。
○と　き　１２月１５日（水）午後１時～３時
○ところ　スカイアリーナ座間（市民体育館）
○申込方法　直接・電話・ファクスで担当へ
※傷害保険に加入していま
すが、免責事項や保険の支
払額を超える場合は、自己
負担になります。また、送
迎や身体介護はしません。

１２月３日～９日は
障害者週間

　１２月３日（金）から９日（木）までは「障
害者週間」です。同週間は、障害者の福祉に
ついての理解を深めるとともに、障害者が社
会・経済・文化・スポーツなど、あらゆる分
野の活動に積極的に参加する意欲を高めるこ
とを目的に定められました。
　市では、身体・知的・精神障害者やその家
族を支援しています。身近な相談窓口として、
気軽に担当にご相談ください。

障障障障障障障障障障障障障障障障障障障障障障障障障障障障障障 害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害 者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者 福福福福福福福福福福福福福福福福福福福福福福福福福福福福福福 祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉 のののののののののののののののののののののののののののののの 向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向 上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上 をををををををををををををををををををををををををををををを 目目目目目目目目目目目目目目目目目目目目目目目目目目目目目目 指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指 しししししししししししししししししししししししししししししし てててててててててててててててててててててててててててててて

な
資
金
（
三
万
九
千
五
百
円

〜
五
十
八
万
円
）

※
高
校
授
業
料
の
無
償
化
に
伴

い
、
県
立
高
校
の
場
合
は
、
修

学
資
金
、
就
学
支
度
資
金
に
つ

い
て
必
要
経
費
の
内
容
が
確
認

で
き
る
資
料
が
必
要
で
す
。

【
共
通
事
項
】

※
申
請
時
に
合
格
通
知
が
必
要

で
す
。

※
連
帯
保
証
人
が
必
要
で
す
。

 母子・父子家庭や
障害児のための手当 

【児童扶養手当】
○対　象　両親の離婚や父・母の死亡（遺族年
金受給者は除く）などによって父または母と
生計を同じくしていない１８歳未満の児童を養
育している母子・父子家庭など
○申込方法　直接担当へ
【特別児童扶養手当】
○対　象　知的障害や身体障害の状態にある児
童を養育している父母など
○申込方法　直接担当へ
　※いずれも支給要件と所得制限があります。

担当　 ����������� 　子育て支援課
 ����� 　1０４６（２５２）７２０１　5０４６（２５２）７０４３

母
子
家
庭
等

日
常
生
活
支
援
事
業

担当 ��������� 障害福祉課
 � 1０４６（２５２）７１３２　5０４６（２５２）７０４３
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担当　保健医療課 　 保健係 046（252）7225 　 予防医療係 046（252）7213 046（252）7043保 予 

▽とき＝１２月２１日（火）午後１時～２時▽ところ＝市
民健康センター▽対象＝平成２２年８月生まれ

　市では、指定医療機関を定め、無料で健康診査を実
施しています。対象者には個人通知をしますので、あ
らかじめ医療機関に電話連絡の上、母子健康手帳をお
持ちになり受診してください。

▽とき＝１２月２０日（月）午前９
時１５分～９時３５分受け付け▽と
ころ＝市民健康センター▽内容
＝むし歯予防について▽対象＝
１歳～１歳１カ月児（第１子に
限る）▽定員＝２３人（申込順）
▽持ち物＝母子健康手帳、歯ブ
ラシ、コップ▽申込方法＝電話予約

◆内科▽ところ＝指定医療機関▽対象＝平成２１年５月
生まれ◆歯科▽とき＝１２月８日、１５日いずれも水曜日
午前９時３０分～１０時３０分▽ところ＝市民健康センター
▽対象＝平成２１年４月生まれ

▽とき＝１２月２２日（水）午後１時～２時受け付け▽と
ころ＝市民健康センター▽内容＝歯科健診、予防処置
と育児相談など（予防処置は希望者のみで有料）▽対
象＝平成２０年１１月生まれ▽持ち物＝母子健康手帳、歯
ブラシ▽申込方法＝直接会場へ（事前通知はありませ
んのでご注意ください）

▽とき＝１２月１４日（火）午後１時～２時▽ところ＝市
民健康センター▽対象＝平成１９年６月生まれ▽持ち物
＝母子健康手帳

▽とき＝１２月１３日（月）午前９時３０分～１０時３０分受け
付け▽ところ＝市民健康センター▽内容＝身体測定、
尿検査、血圧測定、体脂肪測定と相談。禁煙相談（対
象は１カ月以内に禁煙を始めたい方。要予約）▽持ち
物＝健康手帳▽申込方法＝直接会場へ

▽とき＝随時▽ところ＝市役所１階保健医療課▽内容
＝食事療法や健康全般についての栄養士・保健師によ
る相談▽持ち物＝健康手帳（お持ちでない方には当日
発行）▽申込方法＝電話予約

救急診療 ※電話をかける場合は電話番号をお確かめの上、お間違えのないように！ 予

※聴覚障害者専用問い合わせ先　5０４６（２５１）５２６３
※救急診療は、急病で困ったときにご利用ください。
※基本的に救急診療は応急処置を行いますので、後日かかりつけの病院などで必ず診察を受けてください。

受付時間診療場所電話番号診療科目
午前９時～１１時４５分、午後２時～４時４５分休日急患センター

（市民健康センター１階）
1０４６（２５２）９０９０内　科

午前９時～１１時４５分、午後２時～４時３０分1０４６（２５２）８２１７歯　科
午前９時～１１時３０分、午後１時３０分～４時３０分相模原南メディカルセンター（相模原市相模大野）1０４２（７５６）９０００耳鼻咽喉科
午前９時～正午、午後２時～５時（診療時間）消防テレホンサービス1０４６(２５１)０１１９でご確認ください。外科・婦人科・眼科

午前９時～１１時４５分、午後２時～４時４５分
休日急患センター
（市民健康センター１階）

1０４６（２５５）９９３３小児科
（外科系を除く）

◆休日（日曜日・祝日）昼間

◆夜　間

受付時間診療場所電話番号診療科目
月曜～金曜日　　　：午後７時～９時４５分
土曜・日曜日、祝日：午後６時～９時４５分

休日急患センター
（市民健康センター１階）

1０４６（２５２）９０９０内　科

午後６時～１０時（診療時間）消防テレホンサービス1０４６(２５１)０１１９でご確認ください。外　科
月曜～金曜日　　　：午後７時～９時４５分
土曜・日曜日、祝日：午後６時～９時４５分

休日急患センター
（市民健康センター１階）

1０４６（２５５）９９３３小児科
（外科系を除く）

◆深　夜

診療時間診療場所診療科目
午後１０時～翌日午前８時消防テレホンサービス1０４６(２５１)０１１９でご確認ください。内科・外科
午後１０時～翌日午前７時
（重病の場合は午前８時）

小児救急情報センター1０４６（２５５）９９３３でご確認ください。
小児科

（外科系を除く）

▽内容＝身体測定と食事・発育状態・育児の相談▽持
ち物＝母子健康手帳▽申込方法＝直接会場へ

▽とき＝１２月１６日（木）午前１０時～１１時３０分（受け付
けは午前９時５０分まで）▽ところ＝市民健康センター
▽内容＝離乳食の作り方・すすめ方、子どもの発達や
予防接種について▽対象＝おおむね５カ月～６カ月児
とその保護者（これから離乳食を始める赤ちゃん）▽
定員＝３０人（申込順）▽持ち物＝母子健康手帳、ティ
ースプーン▽申込方法＝電話予約

保育児相談

受付時間ところと　き

午前９時３０分
　～１０時３０分

北地区文化センター１２月１０日（金）

市民健康センター　　１７日（金）

▽とき＝１２月８日（水）午後１時１５分～２時１５分受け
付け（時間厳守）▽ところ＝市民健康センター▽対象
＝平成２２年９月生まれ（対象者には個人通知します）
と対象月に受けられなかった６カ月未満児

ＢＣＧ接種 保予

赤ちゃん教室 保保

４カ月児健康診査 保保

８～１０カ月児健康診査 保保

保１歳児歯っぴいバースデー（むし歯予防）教室

１歳６カ月児健康診査 保保

２歳児歯科健康診査 保保

３歳６カ月児健康診査 保保

健康相談 保保

個別健康相談　 保保

骨骨骨骨骨骨骨骨骨骨骨骨骨骨骨骨骨骨骨骨骨骨骨骨骨骨骨骨骨骨密密密密密密密密密密密密密密密密密密密密密密密密密密密密密密度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度測測測測測測測測測測測測測測測測測測測測測測測測測測測測測測定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会
○と　き　１２月１３日（月）午
前９時２０分～１１時３０分ご
ろ
○ところ　市民健康センタ
ー
○対　象　ここ１年間で一
度も骨密度を測ったこと
のない２０歳以上の方
○参加費　無料
○内　容　骨密度測定、結果説明、生活・栄養の
話
　※素足で測定しますので、脱ぎやすい靴下でご
参加ください。
○持ち物　筆記用具
○定　員　５０人（申込順）
○申込方法　電話で担当へ
担当　　　　　　　　　　　　　　　保健医療課
　　　　　　　1０４６（２５２）７２２５　5０４６（２５２）７０４３

◆注意事項
●● 「入所申込書類」は、担当・各出張所・市内各
保育園と児童ホームで配布しています。市ホー
ムページからもダウンロードできます。

●● 現在、入所待機中の方も、新たに申し込みが必
要です。

●● 入所は受付順ではありません。受け付け終了後、
選考会を行い、結果は３月上旬に通知します。

●● 市外の保育園を希望する方は、申し込みの締め
切りがそれぞれ異なりますので、あらかじめ各
自治体の保育担当にお問い合わせの上、早目に
お申し込みください。

担当　　　　　　　　子育て支援課　保育園担当
　　　　　　　1０４６（２５２）７２０２　5０４６（２５２）７０４３
　　　　　　　　　　　　　　　児童ホーム担当
　　　　　　　1０４６（２５２）７９６９　5０４６（２５２）７０４３

【市役所での受け付け】

ところと　　き

市役所１階
子育て支援課

午前８時３０分　
～午後５時１５分

１２月１日（水）～２８日（火）、
平成２３年１月４日（火）～
１月１４日（金）
※土曜、日曜日、祝日を除
く。

午前８時３０分
　　　～正午

１２月１１日（土）、２５日（土）、
平成２３年１月８日（土）

【各施設での受け付け】

ところと　　き

座間保育園、あゆみ保育園、
座間すこやか保育園

午後４時　
～６時３０分

１月５日（水）

東原保育園、広野台保育園　　６日（木）

相模が丘西保育園、やなせ
保育園、相模が丘東保育園　　７日（金）

小松原保育園、座間子ども
の家保育園　　１１日（火）

ひばりが丘保育園、いその
保育園　　１２日（水）

栗原保育園、相武台保育園、
栗の実保育園　　１３日（木）

ちぐさ保育園、わかば保育
園、緑ヶ丘保育園　　１４日（金）

※申し込みは、入所希望施設以外でも受け付けます。

はつらつ運動教室
○と　き　平成２３年１月５日～３月２３日毎週水曜
日午後１時３０分～３時（全１２回）

○ところ　東地区文化センター
　※車での来場はお控えください。
○内　容　高齢者向けの有酸素運動やストレッチ
運動、筋力向上のための運動。体力測定を教室
の初回と１１回目に実施し運動効果を測定
○対　象　すべての回に参加でき、介護保険の要介
護認定を受けていない市内在住の６５歳以上の方
○定　員　２０人（申込順）
○費　用　１，２００円
　※参加途中のキャンセルの場合は返金なし。
○持ち物　タオル、飲み物、参加費
　※運動しやすい服装でご参加ください。
○申込方法　１２月２４日（金）までに電話、ファク
スまたは直接担当へ
担当　　　　　　　　　　　　　　　長寿介護課
　　　　　　　1０４６（２５２）７０８４　5０４６（２５２）８２３８

保育園・児童ホーム 平成23年
４月の入所申込を受け付け

　市内の市・私立保育園および児童ホームへ平成
２３年４月１日から入所を希望する方の申し込みを
次のとおり受け付けます（指定日厳守）。
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１ 職員の任免および職員数等に関する状況
（１）職員定数および職員数の推移（各年４月１日現在）
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※職員定数とは、市の部局などに勤務する職員の任用できる限度を条例で定めたものです。

（５）退職者の状況（平成２１年度）
合　計その他自己都合退職勧奨退職定年退職
３５人２人 ８人５人２０人行　政　職
 ６人０人 ３人０人 ３人技能労務職
４１人２人１１人５人２３人合　　　計

※退職には、①定年退職：定年（原則６０歳）により退職する場合②勧奨退職：人事管理上の
目的から職員に退職勧奨を行い、これに応じて退職する場合③自己都合退職：本人の都合に
より退職する場合④その他：死亡による退職などの事由があります。

　市では、「職員の給与や勤務条件などの人事行政の運営状況」を、
その公正性と透明性を高めることを目的に公表しています。このたび、
その内容がまとまりましたので、市民の皆さんにお知らせします。な
お、さらに詳しい内容については、市役所１階市民情報コーナーや各
出張所のほか、市ホームページでもご覧いただくことができます。
担当 職員課　1０４６（２５２）７９１１　5０４６（２５５）３５５０

　③地域手当（平成２２年４月１日現在）
　　地域手当は、地域における民間の賃金水準を基礎とし、地域における物価などを考慮し
て支給する手当です。

２２８，５１１千円支給実績（平成２１年度普通会計決算）
３０７，１３８円支給職員１人当たりの平均支給年額（平成２１年度普通会計決算）

国の制度（支給率）支給対象職員数支給率支給対象地域
５％７４８人７％全地域

（２）部門別職員数の状況と主な増減理由（各年４月１日現在）

主　な　増　減　理　由対前年
増減数

職　員　数区分
部門 平成２２年平成２１年

事業の統合縮小（定額給付金事業終了）

業務増

欠員補充
その他
欠員不補充等

△５

　４

　１
△１
△１

　７
１３６
 ４０
１４９
 ９４
　７
　５
 ５３

　７
１４１
 ４０
１４５
 ９４
　６
　６
 ５４

議　会
総　務
税　務
民　生
衛　生
農　林
商　工
土　木

一
般
行
政

普
通
会
計

〈参考〉人口１万人当たり職員数 � ３８．５人△２４９１４９３計
欠員不補充△３１０６１０９教　育
その他　１１４７１４６消　防
〈参考〉人口１万人当たり職員数 � ５８．３人△４７４４７４８小　計

欠員不補充
欠員不補充

△１
△１

 ３１
 １３
 ３４

 ３１
 １４
 ３５

水　道
下水道
その他

公
営
企
業
等

会
計

△２ ７８ ８０小　計

〈参考〉人口１万人当たり職員数 � ６４．４人△６８２２
［９２６］

８２８
［９２６］合　　計

※職員数には教育長が含まれていません。［　　］内は、職員定数の合計です。

２ 職員の給与の状況
（１）人件費の状況
　人件費とは職員に支給される給与のほか、特別職に支給される給料などや、職員が加入して
いる地方共済組合に事業主として支払う負担金などを合計したものです。 �� （普通会計決算）

（参考）
２０年度の
人件費率

人件費率
Ｂ／Ａ

人件費
Ｂ実質収支歳出額

Ａ
住民基本台帳人口
（平成２１年度末）区分

２４．２％２１．６％７，３８２，２６８千円７７５，７９１千円３４，２０２，９９２千円１２７，６４３人２１年度

（２）職員給与費の状況 ��������������������� （普通会計決算）
一人当たり
給与費
Ｂ／Ａ

給　　　　与　　　　費職員数
Ａ区分

計　Ｂ期末・勤勉手当職員手当給　　料

６，８４９千円５，１２３，０５７千円１，２０３，７１２千円９４４，３７０千円２，９７４，９７５千円７４８人２１年度
※職員手当には退職手当を含みません。職員数は、平成２１年４月１日現在の人数です。

（５）職員の初任給の状況（平成２２年４月１日現在）
国座　間　市区　　　　　分

Ⅰ種　１８１，２００円
Ⅱ種　１７２，２００円１８１，２００円大学卒

一般行政職
Ⅲ種　１４０，１００円１４９，８００円高校卒

－学校給食調理員に３３歳で採用の場合
１７５，６００円

技能労務職（職種および採用時
の年齢によって異なります。）

（４）職員の平均年齢、平均給料月額および平均給与月額の状況（平成２２年４月１日現在）
平均給与月額平均給料月額平均年齢区　　分
４５０，３６４円３４６，１６２円４４．０歳一般行政職
３６８，５６６円２８６，１６２円４４．８歳技能労務職

※「平均給料月額」とは、職種ごとの職員の基本給の平均です。「平均給与月額」とは、給
料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間外勤務手当などのすべての諸
手当の額を合計したものです。

（６）職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（平成２２年４月１日現在）
経験年数２０年経験年数１５年経験年数１０年区　　　　　分
３６０，１７５円３１０，８００円２７１，１６０円大学卒

一般行政職
３１８，９５０円２８１，０００円２３０，４００円高校卒
３０３，４７５円２４２，５００円２２２，０００円高校卒技能労務職

（７）職員の手当の状況
　①期末手当・勤勉手当

国座　間　市

－１人当たり平均支給額（平成２１年度）
１，６０９千円

（平成２１年度支給割合）（平成２１年度支給割合）
勤勉手当
　　１．４０月分
　（０．７０）月分

期末手当
　　２．７５月分
　（１．５０）月分

勤勉手当
　  １．４０月分
　（０．７０）月分

期末手当
　　２．７５月分
　（１．５０）月分

（加算措置の状況）
職制上の段階、職務の級等による加算措置

（加算措置の状況）
職制上の段階、職務の級等による加算措置
※（　）内は、再任用職員にかかわる支給割合です。

　②退職手当

国座　間　市
勧奨・定年
３０．５５月分
４１．３４月分
５９．２８月分
５９．２８月分

自己都合
２３．５月分
３３．５月分
４７．５月分
５９．２８月分

定年
３２．７６月分
４１．３４月分
５９．２８月分
５９．２８月分

勧奨
３０．５５月分
４１．３４月分
５９．２８月分
５９．２８月分

自己都合
２３．５月分
３３．５月分
４７．５月分
５９．２８月分

（支給率）
勤続２０年
勤続２５年
勤続３５年
最高限度額

定年前早期退職特例措置
（２～２０％加算）

定年前早期退職特例措置
（２～２０％加算）

その他の加算措置

２６，７７７千円２８，１３１千円１６，００１千円１人当たり平均支給額
※退職手当の１人当たり平均支給額は、平成２１年度に退職した職員に支給された平均額です。

　④特殊勤務手当（平成２２年４月１日現在）

全職種区　　　　　分
５，７４８千円支給実績（平成２１年度普通会計決算）
７，６８４円支給職員１人当たりの平均支給年額（平成２１年度普通会計決算）
１４．６％職員全体に占める手当支給職員の割合（平成２１年度）

徴収等手当、感染症等業務手当、有害毒薬物取扱手当、行旅死亡人等取扱手
当、消防出動等手当、防災活動手当、福祉業務手当手当の種類

　⑤時間外勤務手当

平成２１年度平成２０年度区　　分
２０３，４１１千円１７１，１３６千円支給実績
２７１，９４０円２２４，０００円支給職員一人当たりの平均支給年額

　⑥その他の手当（平成２２年４月１日現在）
　○扶養手当

支　給　月　額
扶養親族の要件

国座間市
１３，０００円１３，９００円配偶者
 ６，５００円 ７，５００円配偶者以外の扶養親族
１１，０００円１１，２００円配偶者がない職員の扶養親族のうち一人
 ５，０００円 ５，５００円満１６歳から満２２歳までの子に対する加算額

　○通勤手当

支　給　月　額
区　分

国座　間　市

運賃等相当額（上限額：５５，０００円）運賃等相当額（上限額：５５，０００円）交通機関等の利用者
（片道２ｋｍ以上）

通勤距離の区分に応じて
２，０００円～２４，５００円

通勤距離の区分に応じて
３，５００円～２４，５００円

自動車等の利用者
（片道２ｋｍ以上）

　○住居手当

支　給　月　額
区　分

国座　間　市
―１５，２００円持ち家

家賃２３，０００円未満 ����� 家賃－１２，０００円
家賃２３，０００円を超え５５，０００未満
 ���� （家賃－２３，０００円）×１／２＋１１，０００円
家賃５５，０００円以上 �������� ２７，０００円

家賃３０，０００円未満 ��� 家賃額
家賃３０，０００円以上 �� ３０，０００円

借家・
借間

　○管理職手当
　　管理職手当は、管理または監督の地位にある職員に対し、その勤務の特殊性に基づいて
支給する手当です。

副主幹・副技幹主幹・技幹参事・課長次　長部　長
４８，６００円５９，７００円６４，７００円７０，７００円７３，７００円支給額

（８）特別職の報酬等の状況（平成２２年４月１日現在）
退職手当支給方法
（任期ごとに支給）

期末手当支給割合
（平成２１年度）給料（報酬）月額区　分

在職年数×給料月額×４００／１００
４．０５月分８９３，０００円（８０３，０００円）

７２１，０００円（６７０，０００円）
市　長
副市長 在職年数×給料月額×３００／１００

４．０５月分
５２２，０００円　　　　　　
４３４，０００円　　　　　　
４０４，０００円　　　　　　

議　長
副議長
議　員

※市長および副市長の給料月額については、それぞれの在任期間中（　）内の金額に減額し
て支給しています。

（２）年次有給休暇の概要
　労働基準法の規定に従い、原則として１年に２０日の有給休暇が与えられます。

（３）療養休暇の概要
　職員が負傷または疾病のために勤務できない場合、医師の診断書などに基づき、療養のた
めに必要最小限度の期間、休暇を取得することができます。

（４）特別休暇の概要
　年次有給休暇以外にも、特別な事由に該当する場合は、特別休暇が与えられます。休暇の
種類としては、骨髄提供休暇、ボランティア休暇、夏期休暇、結婚休暇、忌引、法要休暇、
生理休暇、産前休暇、産後休暇、看護休暇、リフレッシュ休暇などがあります。

（５）介護休暇の概要
　職員は要介護状態にある家族を介護するために、介護休暇を取得することができます。休
暇は連続する６ケ月の期間内で、１日単位または１時間単位で取得することができます。

（６）育児休業の概要
　職員は自分の子を育児するため、その子が３歳に達する日まで育児休業を取得することが
できます。そのほか、職員が勤務時間の始めまたは終わりに１日２時間まで部分休業を取得
することもできます。また、その子が就学始期に達するまで、職務を完全に離れることなく
育児を行うことができるよう育児短時間勤務制度があります。

４ 職員の分限および懲戒処分の状況
　職員は身分を保障されていますが、一定の事由があれば、分限処分や懲戒処分により職を
失ったり、降任されたり、給料を減額されたりします。
　分限処分とは公務の能率の維持のために行う処分であり、懲戒処分とは公務員としてふさ
わしくない非行があった場合に公務員関係の秩序を維持するために行う処分です。
 ����������������������������������� （平成２１年度）

懲　戒　処　分分　限　処　分
戒告減給停職免職降給休職免職降任
０人６人３人０人０人１１人０人０人

６ 職員の研修および勤務成績の評定の状況
（１）人材育成基本方針の概要
　市の将来像である「みなぎる活力とやすらぎが調和するときめきのまち」の実現に向け、
高い能力と意欲を持った職員を育成することを目的として、平成１７年３月に「座間市人材育
成基本方針」を策定しました。基本方針は、「目指すべき職員像」と「具体的な施策と今後
の方向」から構成され、より体系的、総合的に人材育成を推進することを目指しています。

（２）職員研修の概要
①研修方針
　少子・高齢化や高度情報化など急激な変化を続ける社会に対応するため、職員自らの啓
発意欲を更に促すとともに職員研修の内容充実に努め、次のとおり重点目標を定め、さま
ざまな研修を行っています。
〈重点目標〉
●● 職員として必要な基礎的・専門的知識、技術を習得させる。
●● 全体の奉仕者としての自覚を常に持ち、市民に信頼される行動と思考をする職員を育成す
る。

●● 常に問題意識を持って職務を遂行するとともに、市政の課題に的確に対応できる実行力
と判断力を備えた職員を育成する。

●● 幅広い視野と豊かな創造力・企画力を養い、自己啓発の意欲を促す。
②研修体系

（３）職員の勤務成績の評定制度の概要
　市では、地方分権の時代にふさわしい新たな人事評価制度の構築・導入を目指し、平成１８
年度から人事評価制度の試行運用を実施しています。
【平成２２年度試行実施の概要】
○実施期間　平成２２年４月１日～平成２３年３月３１日
○対　　象　全職員（技能労務職員および短時間勤務職員を除く。）
○内　　容　「業績評価」と「能力評価」で構成し、業績評価は「目標管理」の手法により
評価基準日（翌年１月１日）現在の目標の達成度合いを、能力評価は１年間の職務遂行の
過程で見られた能力を評価

職員研修  

基本研修  

特別研修  

自己啓発  

派遣研修  

７ 職員の福祉および利益の保護の状況
（１）共済組合の概要
　市の常勤職員は、県内の市町村（横浜市、川崎市を除く）が加入する神奈川県市町村職員
共済組合に加入しています（小学校に勤務する給食調理員は、公立学校共済組合に加入して
います）。
　共済組合は、組合員から徴収する掛金と事業主である市からの負担金により運営しており、
大きく分けて短期給付事業、長期給付事業、福祉事業の３事業を行っています。
（２）職員の健康診断などの概要
　労働安全衛生法に基づき、職員の健康診断を年１回定期的に実施しており、疾病の早期発見
や健診結果に基づき産業医による健康指導などを行い、職員の健康管理に努めています。
　定期健康診断のほかにＶＤＴ作業や重量物を扱う業務を行う職員を対象にした特殊健康診断、
３５歳以上の職員を対象とした成人病検診（胃がん、大腸がん）を実施しています。
　また、座間市職員厚生会において市の補助金により人間ドック受検料の補助を行っています。
（３）公務災害補償の概要
　公務上の災害（負傷、疾病、障害または死亡）または通勤による災害を受けた場合に、そ
の災害によって生じた損害を補償するほか、必要な福祉事業を行い、職員およびその遺族の
生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする制度です。
（４）安全衛生管理体制の概要
　市では、事業場（清掃、消防、教育委員会、本庁など）ごとに、労働安全衛生法に基づい
て安全衛生委員会を設置しています。
　また、事業場ごとに産業医を置き、職場内の巡視、健康指導・相談を実施しています。

５ 職員の服務の状況
　○服務に関する基本原則の概要

概　　　　　　　　　　要基本原則
職員は全体の奉仕者として、勤務時間中全力で職務遂行しなければいけ
ません。
※人間ドックを受検する場合や職員の厚生に関する計画の実施に参加す
る場合などの際、条例の規定に基づいて、職務専念義務が免除されます。

職務専念義務

職員は職の信用を傷つけたり、職の全体の不名誉となる行為をしたりし
てはいけません。

信用失墜行為の
禁止

営利企業などに従事することは制限されており、従事する場合には許可
を受けなければなりません。

営利企業等の従
事制限

職員は争議行為などが禁止されています。争議行為等の禁止
職員は職務上知り得た秘密を漏らしてはいけません。守秘義務
職員は政党その他の政治的団体の結成などに関与するなどの政治的行為
が禁止されています。

政治的行為の制
限

８ 公平委員会の業務の状況
　市では、地方公務員法第７条第４項の規定に基づき、公平委員会の事務を神奈川県人事委
員会に委託して処理しています。
①勤務条件に関する措置の要求の状況
　職員は、給与などの勤務条件に関して公平委員会に当局が措置を講じるよう要求するこ
とができます。 ��������������������������� （平成２１年度）

年度末
係属件数

処　　理　　件　　数新規申立
件　　数

年度当初
係属件数 計取下げ却　下棄　却申立容認

０件０件０件０件０件０件０件０件

③苦情処理の状況
　職員は、任用、給与、勤務時間その他の勤務条件、服務等の人事管理全般に関する苦情
の申出および相談を公平委員会などにすることができます。

※ラスパイレス指数とは、国家公務員の給与水準を１００とした場合の地方公務員の給与水準
を示す指標です。類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイ
レス指数を単純平均したものです。

９０ 
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９８.２ 
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座間市 類似団体平均 全国市平均 

（３）ラスパイレス指数の状況（各年４月１日現在）

②不利益処分に関する不服申立ての状況
　職員は、懲戒その他のその意に反する不利益な処分に関して、公平委員会に不服の申し
立てをすることができます。 ��������������������� （平成２１年度）

年度末
係属件数

処　　理　　件　　数
新規申立
件　　数

年度当初
係属件数 計取下げ却　下棄　却

（処分承認）申立容認

０件０件０件０件０件０件０件０件

※「行政職」とは事務職、技術職、保育士、
保健師、消防士などを、「技能労務職」とは
自動車運転手、清掃作業員、給食調理員など
をいい、採用方法は、試験による採用です。

（４）採用者の状況
平成２２年度平成２１年度
３４人２１人行　政　職
 ０人 ０人技能労務職
３４人２１人合　　　計
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（３）年齢別職員構成の状況（平成２２年４月１日現在）
３ 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況
（１）職員の週休日、休日および勤務時間の概要（平成２２年４月１日現在）
　日曜日および土曜日（週休日）は、勤務しない日になっています。また、「国民の祝日に
関する法律」による休日と年末年始（１２月２９日～翌年１月３日）は勤務が免除されています。
　勤務時間は、午前８時３０分から午後５時１５分までの１日７時間４５分、週３８時間４５分です。

※上記は、標準的な勤務を示したもので、消防署や図書館などは、特別な勤務形態となって
います。

勤務（４時間１５分）休憩（１時間）勤務（３時間３０分）

午前８時３０分　　　　　　　 正午　　　　 午後１時 ���������� 午後５時１５分

市の人事行政の運営状況市の人事行政の運営状況
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市内の催しや行政情報などは、『ホームページ』http://www.city.zama.kanagawa.jp/ でも案内しています。
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福祉に関する悩みは
民生委員・児童委員にご相談を

　地域福祉の向上のため、市民の皆
さんと市とのパイプ役として活動し
ているのが民生委員・児童委員です。
　同委員は市内に１４５人。自ら各種
福祉事業に積極的に参加するほか、
一人暮らしの高齢者（６５歳以上）を
定期的に訪問したり、地域の皆さん
のさまざまな福祉に関する相談に親
身に応じたりしています。また、子
育ての悩みなどの相談にも乗ってい
ます（主任児童委員）。相談に関す
る個人情報は固く守られますので、
安心してご相談ください。
　なお、同委員の任期は３年で、こ
のほど改選されました。お住まいの
地域の委員については、担当までお
問い合わせください。
担当　　　　　　　　　福祉支援課
　1０４６（２５２）７１２２　5０４６（２５６）３６００

教育委員会１２月定例会

○と　き　１２月１４日（火）午前９時
３０分～
○ところ　市役所５階教育委員会室
※傍聴や議題について詳しくは、担
当にご確認ください。
担当　　　　　　　　　教育管理課
　1０４６（２５２）８３４７　5０４６（２５２）４３１１

移動図書館ひまわり号巡回日程

▼中原小学校＝１日・１５日午後２時
４５分～３時４５分▼小松原１丁目児童
遊園地＝２日・１６日午前１０時３０分～
１１時３０分▼栗原小学校＝３・１７日午
後２時４５分～３時４５分▼ひばりが丘
南児童館＝４日・１８日午後２時３０分
～３時３０分▼ＮＴＴ栗原社宅＝８
日・２２日午前１０時３０分～１１時３０分▼
相模野小学校＝８日午後１時５０分～
３時３０分▼東原共同住宅８号棟前＝
９日午前１０時３０分～１１時３０分▼入谷
小学校＝９日午後２時５０分～３時４５
分▼相模が丘４丁目多目的広場＝１０
日・２４日午前１０時３０分～１１時３０分▼
東原小学校＝１０日午後２時５０分～３
時４５分
※雨天中止。学校への巡回は時間が
変更になる場合あり。
担当　　　　　　　　　　　図書館
　1０４６（２５５）１２１１　5０４６（２５２）５７０４

メンタルヘルス講座

○と　き　平成２３年１月１５日（土）
午後２時～３時３０分

○ところ　サニープレイス座間（総
合福祉センター）多目的室
○内　容　講演「高齢者のうつと介
護者のこころのサポート」

○講　師　国立精神・神経医療研究
センター理事長・総長　樋口輝彦
さん

○定　員　８０人（申込順）
○保　育　２歳以上の未就学児、申
込時に要予約

○申込方法　平成２３年１月１４日（金）
までに氏名、住所、電話番号、年齢
を電話、ファクスまたは直接担当へ

担当　　　　　　　　健康づくり課
　1０４６（２５２）７９９５　5０４６（２５５）３５５０

要約筆記（手書き）入門講座

　市では、聴覚障害者とのコミュニ
ケーション手段として「要約筆記と
手話ひまわり会」に委託し、入門講
座を開催します。
○と　き　平成２３年１月１９日～３月
２３日毎週水曜日午後１時３０分～３
時３０分（全１０回）

○ところ　市役所３階３－１会議室
ほか

○対　象　市内在住 ･在勤者で要約
筆記、ボランティアに関心があり、
本講座に７回以上参加可能な方

○定　員　２０人（申込順）
○受講料　１，５００円（資料代）
○申込方法　往復はがきに住所・氏
名（ふりがな）・電話番号を記入
の上、平成２３年１月５日（水）ま
でに〒２５２－８５６６座間市役所障害
福祉課あて郵送

担当　　　　　　　　　障害福祉課
　1０４６（２５２）７１３２　5０４６（２５２）７０４３

芸能鑑賞会

○と　き　平成２３年１月９日（日）
午後２時３０分～４時（午後２時開
場）

○ところ　ハーモニーホール座間
（市民文化会館）小ホール

○出　演　落語家　橘家圓蔵さんほか
○定　員　１００人（申込順）
○入場料　１００円
○申込方法　１２月１日（水）から電
話で担当へ

担当　　　　市立学校教職員互助会
　　　　　　　　（学校教育課内）
　1０４６（２５２）８７２８　5０４６（２５２）４３１１

座間の寺社と人びとの信仰

　江戸時代の座間の村々の寺社と人
びとの信仰の様相を講師の研究成果
をもとに探ります。
○と　き　１２月４日、２５日いずれも
土曜日午前１０時～１１時３０分

○ところ　ハーモニーホール座間
（市民文化会館）２階大会議室

○講　師　市文化財保護委員会副会
長　久保田昌希さん

○対　象　小学５年生以上の市内在
住 ･在勤者

○定　員　４５人（申込順）
○申込方法　１２月３日（金）までに
電話またはファクスで担当へ

担当　　　　　　　生涯学習推進課
　1０４６（２５２）８４３１　5０４６（２５２）４３１１

常設展示絵はがきにみる昭和の風景

　昭和２０年代、３０年代の絵はがき資
料をもとに歴史や景観の変化を紹介

します。
○と　き　１２月１日（水）～平成２３
年１月１５日（土）午前９時３０分～
午後４時３０分

○ところ　ハーモニーホール座間
（市民文化会館）１階常設展示場

○入　場　自由　
担当　　　　　　　生涯学習推進課
　1０４６（２５２）８４３１　5０４６（２５２）４３１１

♪今月のロビーコンサート♪
～郷愁　ノスタルジア～

○と　き　１２月８日（水）午後０時
３０分～０時５０分
○ところ　市役所１階市民サロン
○演奏曲　フォーレ作曲「夢のあと
に」、ショパン作曲「ワルツOp.６ 
９－１」ほか
○演奏者　ソプラノ三廻部浩子さん
ピアノ西山喜美子さん

担当　　　　　　　生涯学習推進課
　1０４６（２５２）８４７２　5０４６（２５２）４３１１

ソフトバレーボール大会

○と　き　平成２３年１月２３日（日）午
前９時３０分～（午前９時受け付け）

○ところ　スカイアリーナ座間（市
民体育館）３階大体育室

○競技部門　①ジュニア（小学生）
②一般（中学生以上）③ファミリ
ー（小学生と大人）※①②は初心
者コース・経験者コースあり

○対　象　市内在住者
○チーム編成　１チーム４～６人
（男性のみの編成不可）

○持ち物　室内用運動靴、着替え、
飲み物

○申込方法　平成２３年１月７日（金）
までに所定の申込用紙に必要事項
を記入し、〒２５２－８５６６座間市役所
スポーツ課あて郵送、ファクスま
たは直接担当へ
※申込用紙は担当、市内小学校に
準備。市ホームページからダウン
ロードも可能。

※車で来場の際は、第２駐車場（市
消防本部前）に駐車してください。
担当　　　　　　　　　スポーツ課
　1０４６（２５２）８１７７　5０４６（２５２）４３１１

◆エアロビクス体験教室
○と　き　１２月１４日、２１日いずれも
火曜日午前９時３０分～１０時３０分

○講　師　吉山喜代美さん
○対　象　２０歳以上
○定　員　２０人（申込順）
○持ち物　上履き、バスタオル、飲
み物、動きやすい服装

○申込方法　１２月１日（水）から電
話、ファクスまたは直接同館へ

◆公民館おもちゃ病院
○と　き　１２月１８日（土）午前１０時
～正午（受け付けは午前１１時３０分
まで）

○内　容　壊れたおもちゃの修理
※修理できない物もあります。

○対　象　小学生以下と保護者
○定　員　２０組（先着順）
○費　用　無料

　※部品代などが掛かる場合あり。
○参加方法　当日直接同館へ
◆公民館図書室クリスマス会
○と　き　１２月２２日（水）午後３時～
○内　容　「おはなしぐるーぷさく
らんぼ」によるクリスマスのお話
し会
※午前１０時３０分と１１時から乳幼児
向けのクリスマスおはなし会あり。

○対　象　幼児～小学生
○参加方法　当日直接同館へ

◆子どもクリスマス会
○と　き　１２月１９日（日）①午前１０時
３０分～１１時１５分②１１時３０分～正午
○内　容　①楽しいおはなし会②ゆ
かいな人形劇

○対　象　どなたでも
○参加方法　当日直接同センターへ
◆ワード入門講座
○と　き　平成２３年１月１３日～２月
３日毎週木曜日午前９時３０分～午
後０時３０分（全４回）

○内　容　ワードの始め方、文面の
装飾、はがき作りなどを覚える

○講　師　座間市パソコンサポート
クラブ

○対　象　マウス操作・文字入力が
でき、全４回出席できる市内在住・
在勤者（市公民館・地区文化セン
ターでの同講座の未受講者に限る）

○定　員　１６人（多数抽選）
○参加費　２，２７０円（テキスト代ほ
か）

○持ち物　筆記用具ほか
○申込方法　１２月１５日（水）までに
電話、ファクスまたは直接同セン
ターへ

◆開館３０周年記念事業「親子で楽し
むクリスマスコンサート」

○と　き　１２月１９日（日）午後２時
～３時１５分（午後１時３０分開場）

○内　容　ハリーポッター・メドレ
ーなどフルートアンサンブルを楽
しむ

○演奏者　フルート大見幸司さん、
　ヴァイオリン合田知子さん、ヴィ
オラ泉恵子さん、チェロ横森徹さ
ん（全員、（財）神奈川フィルハーモ
ニー管弦楽団員）

○定　員　１５０人（先着順）
○企　画　ヘルスサポートクラブ
○参加方法　当日直接同センターへ
◆ひがし子どもクリスマス会
○と　き　１２月２２日（水）午前１０時
３０分～正午
○内　容　キャンドル点灯式、サン
タさんと歌おう、人形劇、パネル
シアター、大型紙芝居、みんなで
踊ろうほか

○入　場　自由
◆季節の料理教室「年越しそばを作
ろう！」

○と　き　１２月２６日（日）午前１０時
～午後１時

○内　容　手打ちそば作りの体験

市公民館
1０４６（２５５）３１３１ 5０４６（２５２）２７７６

北地区文化センター
1０４２（７４７）３３６１ 5０４２（７４７）８５４２

東地区文化センター
1０４６（２５３）０７８１ 5０４６（２５３）０７８９
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○定　員　２４人（申込順）
○持ち物　エプロン、マスク、三角
きん、ふきん、筆記用具

○費　用　７００円（材料代）
○申込方法　１２月１９日（日）までに
電話、ファクスまたは直接同セン
ターへ

◆新春卓球大会
○と　き　平成２３年１月８日（土）
午後１時～４時

○内　容　試合形式で卓球を楽しむ
○対　象　小学生以上
○定　員　２５人（申込順）
○持ち物　ラケット、室内用運動靴、
タオル

○申込方法　１２月２２日（水）までに
電話、ファクスまたは直接同セン
ターへ

◆あすなろ大学公開自主講座④
○と　き　１２月１０日（金）午後１時
３０分～３時３０分
○内　容　「明治維新と福沢諭吉」
「二君に仕えた勝海舟・榎本武揚」
と題した同大学生による研究発表

○定　員　３０人（先着順）
○申込方法　当日直接同センターへ

◆としょかんクリスマスおはなし会
○と　き　１２月１８日（土）午前１０時
３０分～
○内　容　絵本、パネルシアター、
エプロンシアター、影絵など

○対　象　３歳児～小学生
○定　員　３０人（申込順）
○申込方法　電話または直接同館へ

◆こども手づくり広場～お正月飾り
を作ろう！～

○と　き　１２月２６日（日）①午前１０時
～正午②午後１時３０分～３時３０分

○内　容　お正月飾りを作る
○対　象　市内在住の小学生
○定　員　各回１３人（多数抽選）
○参加費　７００円
○申込方法　１２月１０日（金）までに
往復はがきに氏名（ふりがな）、
学年、住所、電話番号、「お正月飾
りを作ろう」、参加希望時間（①②）
を明記の上、郵送または直接返信
用はがきを添えて同センターへ

◆臨時清掃作業員（ごみ収集）
○募集人数　１人
○応募資格　体力に自信のある方
○勤務期間　１２月２０日～平成２３年１
月２１日

○勤務日時　月曜～金曜日午前８時
３０分～午後５時（実働７．７５時間）
○賃　金　時給１，２５６円～１，２９２円
○選考方法　面接（１２月８日（水）
予定）、健康診断

○応募方法　市販の履歴書（写真張
り付け）に必要事項を記入し、１２
月７日（火）までに本人がクリー
ンセンター（入谷１－３０８１）へ持
参（受け付けは土曜・日曜日を除
く午前８時３０分～午後５時）

担当　　　　　　　　　　　清掃課
　1０４６（２５２）８７２４　5０４６（２５２）７６４１
◆介護保険認定調査非常勤職員
○募集人員　若干名
○募集資格　介護支援専門員または

保健師、看護師、社会福祉士、介
護福祉士のいずれかの資格を保有
する実務経験者で、普通自動車運
転免許所持者

○業務内容　介護保険の要介護認定
に関する訪問調査

○勤務期間　平成２３年１月２０日～３
月３１日

○勤務日時　月曜～金曜日午前９時
３０分～午後４時１５分
○賃　金　時給１，１６８円～１，２１６円
○応募方法　市販の履歴書（写真張
り付け）に必要事項を記入の上、
１２月１４日（火）までに有資格証明
の写しを添えて、本人が担当に持
参

担当　　　　　　　　　長寿介護課
　1０４６（２５２）７５３８　5０４６（２５２）８２３８
◆市立保育園 臨時・非常勤保育士
非常勤給食調理員兼庁務作業員

○募集人数　①臨時保育士１０人程度
②非常勤保育士４人程度③週休対
応非常勤保育士２人④非常勤給食
調理員兼庁務作業員１人

○応募資格　①～③保育士資格所持
者

○勤務期間　①平成２３年４月１日～
９月３０日（更新あり）②～④平成
２３年４月１日～平成２４年３月３１日
○勤務日時　①平日の午前８時３０分
～午後５時、担当により土曜日
（月１回程度、平日振替休）とロ
ーテーション勤務あり（平日は午
前７時３０分～午後４時、午前１０時
３０分～午後７時、土曜日は午前７
時３０分～午後４時、午前１０時～午
後６時３０分）②平日の午前７時３０
分～午後７時の間の４時間で早朝
と夕方、土曜日は午前７時３０分～
午後１時、午後１時～午後６時３０
分の間の５時間３０分で午前または
午後勤務③月曜、金曜日の午前８
時３０分～午後５時、土曜日は午前
８時３０分～午後０時３０分④土曜日
の午前８時３０分～午後０時３０分（平
日勤務の場合あり）

○応募方法　市販の履歴書（写真張
り付け）に必要事項と希望職種を
記入の上、平成２３年１月２１日（金）
までに、本人が直接市役所１階子
育て支援課に持参（①～③は保育
士証の写しを添付）

担当　　　　　　　　子育て支援課
　1０４６（２５２）７２０２　5０４６（２５２）７０４３

○座間市民の川柳の集い
▽とき＝１２月１９日（日）午後１時～
▽ところ＝市公民館▽内容＝川柳句
会（句題：先輩・ばっちり・やがて
＝各２句づつ当日提出）、川柳講座
▽参加費＝５００円（初参加者無料）▽
問い合わせ先＝座間市川柳会1０４６
（２５３）８０７４（江口）
○クリスマスコンサート
▽とき＝１２月１９日（日）午後１時～２
時３０分（午後０時３０分開場）▽とこ
ろ＝相武台コミュニティセンター▽
内容＝座間吹奏楽愛好会によるクリ
スマスソング▽対象＝どなたでも▽
定員＝１００人▽参加方法＝当日直接
会場へ▽問い合わせ先＝相武台コミ
ュニティセンター1０４６（２５８）３００１
○相模野・相武台一輪車クラブ「さ
わやかＺＡＭＡ室内一輪車発表会」

▽とき＝１２月２３日（木・祝）午後１
時～▽ところ＝スカイアリーナ座間
▽内容＝一輪車によるペア・グルー

プ演技の発表▽入場＝自由▽問い合
わせ先＝1０４６（２５４）７４６９（中川）
○高座施設組合屋内温水プール
１月水泳教室
　高座施設組合屋内温水プールでは
各種水泳教室を開催します。詳細、申
し込みについては同プール1０４６（２３８）
８７８０までお問い合わせください。
○個人情報保護法に関する説明会
　個人情報の適切な取り扱いや法の
疑問について消費者庁職員などが説
明します。
▽とき＝平成２３年１月６日（木）午後
１時３０分～３時３０分（午後１時受付）
▽ところ＝厚木市文化会館（厚木市
恩名１－９－２０）▽定員＝１０００人▽
申込方法＝１２月２０日（月）までに行事
名・氏名・住所・電話番号・法に関
する質問があれば質問を明記の上、
県情報公開課に郵送、ファクスまた
は県ホームページ〒２３１－８５８８横浜市
中区日本大通１5０４５（２１０）８８３８［Ｕ
ＲＬ］http://www.pref.kanagawa. 
jp/osirase/johokokai/kojin/H２２
hosetumeikai.htmで▽問い合わせ

先＝県情報公開課1０４５（２１０）３７２０
○陸上競技協会（市町村対抗かなが
わ駅伝競走大会競技者選考会）ロ
ードレース大会
▽とき＝平成２３年１月９日（日）午前
８時～受付▽ところ＝日産座間事業
所生産技術本部食堂前▽競技対象＝
①高校生以上②市外在住の高校生以
上③高校生以上（女子）④中学生（男
子）⑤中学生（女子）▽距離＝①②
５０００㍍・１００００㍍③④⑤３０００㍍▽参加
費＝８００円（高校生５００円、中学生２００
円、協会登録者５００円）▽問い合わせ
先＝市陸協事務局1０４６（２５４）３０６４
（佐藤）
○住宅ローンの返済どうしよう？
　収入の減少などで、返済に不安を
感じたら、ご利用の金融機関に早め
に相談しましょう。平成２１年１２月に
施行された中小企業金融円滑化法に
より、金融機関は住宅ローンを利用
されている皆さんの返済相談にでき
る限り応じることとされています。
▽問い合わせ先＝横浜財務事務所理
財課1０４５（６８１）０９３３

図書館
1０４６（２５５）１２１１ 5０４６（２５２）５７０４

青少年センター
〒２５２－００２３立野台１－１－４

1０４６（２５３）８４１１ 5０４６（２５９）２１６３

みんなの広場 

と　こ　ろと　　　き区　分

1０４６（２５２）８４９０
（電話相談も可）

毎週月曜～金曜日午前９時３０分～正午と午後１時
～３時３０分

消 費 生 活
（訪問販売・多重債務など）

予約制（電話可）
受付1０４６（２５２）８２１８
市役所３階相談室
※１日午前８時３０分か
ら今月分を受け付け、
いずれも定員になり次
第、締め切ります。な
お、弁護士相談は年間
一人につき１回（２５分
以内）、その他の相談
は一人３０分以内とさせ
ていただきます。相談
される要点をよく整理
してお越しください。

毎月第２・第３・第４火曜日午後６時３０分
～９時
毎月第２・第３水曜日午後１時３０分～４時
３０分

８日　
１４日夜
１５日　
２１日夜
２８日夜

弁 護 士

毎月第３木曜日午前９時３０分～１１時３０分１６日行 政
（国に対する要望）

毎月第２・第３木曜日午後１時３０分～４時
３０分

９日
１６日

行 政 書 士
（相続・遺言書）

毎月第４木曜日午後１時３０分～４時３０分
（２３日は祝日のため今月のみ第４金曜日）２４日不 動 産

（取引・契約）

毎月第２金曜日午後１時３０分～４時３０分
（９日まで受け付け）１０日分譲マンション

（近隣・管理組合）

毎週月曜～金曜日午前９時～午後４時３０分
市 民 一 般

担当　広聴相談課 1０４６（２５２）８２１８

本紙１面「特設人権相談」をご覧ください。７日人 権

市役所３階市民人権課毎週月曜・水曜・金曜日午前９時～正午と午後１時
～５時１５分ドメスティック

バイオレンス
担当　市民人権課 1０４６（２５２）８４８３

サニープレイス座間
偶数月第３火曜日午後１時３０分～４時
（電話予約制。２０日までに（社）かながわ住
まい・まちづくり協会1０４５（６６４）６８９６へ）

２１日住まい探し
（高　齢　者）

担当　長寿介護課 1０４６（２５２）７１２７

市役所１階障害福祉課

毎週火曜・金曜日午後１時～５時
（予約制（電話可））

障 害 児 者
（身体・知的）

毎週火曜・木曜・金曜日午前１０時～正午と
午後１時～３時（予約制（電話可））障 害 者

就 労 支 援
担当　障害福祉課 1０４６（２５２）７１３２

ふれあい会館２階毎月第３木曜日午前１０時～午後３時１６日
駐留軍離職者

担当　商工観光課 1０４６（２５２）７６０４

市役所１階子育て支援課
相談専用電話

1０４６（２５５）０５００

毎週月曜～金曜日午前９時３０分～正午と
午後１時～４時児 童

市役所１階子育て支援課毎週月曜～金曜日午前９時～午後５時
母子・父子家庭

担当　子育て支援課 1０４６（２５２）７２０１

青少年センター１階
青少年相談室毎週月曜～金曜日午前９時～午後４時

青 少 年
担当　青少年相談室 1０４６（２５６）０９０７

市役所５階教育研究所毎週月曜～金曜日午前１０時～午後４時
教 育

担当　教育研究所 1０４６（２５９）２１６４

市役所５階教育指導課毎週月曜～金曜日午前８時３０分～正午
午後１時～５時（予約制（電話可））

就 学
（障害児対象）

1０４６（２５９）２１６４
（電話相談のみ）毎週月曜～金曜日午前８時３０分～午後６時子どもいじめ

ホットライン
担当　教育指導課 1０４６（２５２）８７３２

12月に納めていただくのは
▽市県民税（第４期）▽国民健康保険税（第７期）
※最寄りの市指定金融機関（ゆうちょ銀行を含む）、郵便局、市役所
または各出張所で納めてください。使用料などもお忘れなく。
※納期限を過ぎると、延滞金を納めていただく場合があります。
※毎月第２・第４土曜日午前８時３０分から正午まで、市役所において
市税、国民健康保険税の納付窓口を開設しています（今月は１２月１１
日・２５日）。
※詳しい内容は収納課1０４６（２５２）８０２１へ（国民健康保険税については
国保年金課1０４６（２５２）７００３へ）。

相談はいずれも無料です。

12月の相談日（祝日は除く）
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◆平成２２年（２０１０年）１２月１日発行
◆座間市秘書室情報推進課編集
　〒２５２-８５６６
　神奈川県座間市緑ケ丘一丁目１番１号
　1０４６（２５５）１１１１（代） 5０４６（２５５）３５５０
　URL：http://www.city.zama.kanagawa.jp/
　　　：http://www.city.zama.kanagawa.jp/m/

ししししししししししししししししししししししししししししししめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめ飾飾飾飾飾飾飾飾飾飾飾飾飾飾飾飾飾飾飾飾飾飾飾飾飾飾飾飾飾飾りりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりり教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教室室室室室室室室室室室室室室室室室室室室室室室室室室室室室室
○と　き　①１２月１９日（日）午前９時

～正午
　　　　　②１２月２２日（水）午前９時

３０分～正午
○ところ　①北地区文化センター
　　　　　②市公民館
○定　員　各５０人（申込順）
○参加費　３５０円（材料代）
○持ち物　花ばさみまたは剪定ばさみ、エプロン、霧吹き（お持ちの方）
○申込方法　１２月１４日（火）までに直接または電話、ファクスで会場とな
る担当へ

担当　　　　　　　　　　　市公民館　1０４６（２５５）３１３１　5０４６（２５２）２７７６
　　　　　　　　北地区文化センター　1０４２（７４７）３３６１　5０４２（７４７）８５４２

技技技技技技技技技技技技技技技技技技技技技技技技技技技技技技能能能能能能能能能能能能能能能能能能能能能能能能能能能能能能功功功功功功功功功功功功功功功功功功功功功功功功功功功功功功労労労労労労労労労労労労労労労労労労労労労労労労労労労労労労者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表彰彰彰彰彰彰彰彰彰彰彰彰彰彰彰彰彰彰彰彰彰彰彰彰彰彰彰彰彰彰受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受賞賞賞賞賞賞賞賞賞賞賞賞賞賞賞賞賞賞賞賞賞賞賞賞賞賞賞賞賞賞者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者決決決決決決決決決決決決決決決決決決決決決決決決決決決決決決定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！
　市では、１１月３日に「平成２２年度座間市技能功労者等表彰式」を開催し
ました。
　これは、市内で勤務する卓越した技能を有する方や他の模範となり後進
の指導と育成に寄与されている従業員の方々を表彰するものです。なお、
受賞者は、事業主や所属団体などから
の推薦者の中から表彰選考委員会が厳
正な審査で決定しました。
　受賞されたのは、次の皆さんです（敬
称略）。
○技能功労者　斎藤嚴夫、二川目誠治、
　　　　　　　角部昭
○優良技能者　佐藤淑玲　
○優良従業員　橋之口文子、金子里美
担当　　　　　　　　　　商工観光課　1０４６（２５２）７６０４　5０４６（２５５）３５５０

電電電電電電電電電電電電電電電電電電電電電電電電電電電電電電動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動式式式式式式式式式式式式式式式式式式式式式式式式式式式式式式生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生ごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみ処処処処処処処処処処処処処処処処処処処処処処処処処処処処処処理理理理理理理理理理理理理理理理理理理理理理理理理理理理理理機機機機機機機機機機機機機機機機機機機機機機機機機機機機機機・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生ごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみ処処処処処処処処処処処処処処処処処処処処処処処処処処処処処処理理理理理理理理理理理理理理理理理理理理理理理理理理理理理理容容容容容容容容容容容容容容容容容容容容容容容容容容容容容容器器器器器器器器器器器器器器器器器器器器器器器器器器器器器器のののののののののののののののののののののののののののののの
購購購購購購購購購購購購購購購購購購購購購購購購購購購購購購入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入費費費費費費費費費費費費費費費費費費費費費費費費費費費費費費用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用をををををををををををををををををををををををををををををを補補補補補補補補補補補補補補補補補補補補補補補補補補補補補補助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助

　電動式生ごみ処理機や生ごみ処理容器は、生ごみの減量に大変有効であ
るほか、生ごみをすぐに処理できるので衛生的です。
　市では、これらを購入する世帯に、その費用の一部を補助していますの
で、ぜひご活用ください。なお、補助希望者は、必ず購入前に、電話で担
当にお申し込みください。
※購入後の申し込みは補助の対象となりません。購入前に担当への申し込
みが必要ですのでご注意ください。詳しくは、電話で担当にお問い合わせ
ください。

【電動式生ごみ処理機】
購入価格の３分の２（１００円未満切捨て）で上限４万円
【生ごみ処理容器】
１台当たり４千円を超える場合１台につき３千円、１台当たり４千円以下
の場合購入金額の２分の１（１００円未満切捨て）
担当　　　　　　　　　　　　清掃課　1０４６（２５２）７６５９　5０４６（２５２）７６４１

粗粗粗粗粗粗粗粗粗粗粗粗粗粗粗粗粗粗粗粗粗粗粗粗粗粗粗粗粗粗大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大ごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみのののののののののののののののののののののののののののののの収収収収収収収収収収収収収収収収収収収収収収収収収収収収収収集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集のののののののののののののののののののののののののののののの申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申しししししししししししししししししししししししししししししし込込込込込込込込込込込込込込込込込込込込込込込込込込込込込込みみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみははははははははははははははははははははははははははははははおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお早早早早早早早早早早早早早早早早早早早早早早早早早早早早早早めめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめにににににににににににににににににににににににににににににに
　市では、粗大ごみを申し込み順に有料で収集しています。通常は申し込
みから１週間程度で収集していますが、毎年１２月は申し込みが非常に多い
ため、２週間以上お待ちいただく場合もあります。年内の収集をご希望の
方は、早めにお申し込みください。

粗大ごみ収集申込専用電話番号　1０４６（２５２）７５６０

担当　　　　　　　　　　資源推進課　1０４６（２５２）７９８５　5０４６（２５２）７６１６

教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育委委委委委委委委委委委委委委委委委委委委委委委委委委委委委委員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長にににににににににににににににににににににににににににににに小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田順順順順順順順順順順順順順順順順順順順順順順順順順順順順順順子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子氏氏氏氏氏氏氏氏氏氏氏氏氏氏氏氏氏氏氏氏氏氏氏氏氏氏氏氏氏氏をををををををををををををををををををををををををををををを選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選任任任任任任任任任任任任任任任任任任任任任任任任任任任任任任
　市教育委員会の委員長と委員長職務代理者の任期満了
に伴い、去る１０月に開催した同委員会で、委員長に小野
田順子氏（明王、写真）を、同職務代理者に伊藤恵氏（南
栗原４丁目）を選任しました。
　任期は、いずれも１１月１３日から１年間です。
担当　　　　　　　　　　教育管理課　1０４６（２５２）８３４７　5０４６（２５２）４３１１

水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水道道道道道道道道道道道道道道道道道道道道道道道道道道道道道道料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金のののののののののののののののののののののののののののののの見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見直直直直直直直直直直直直直直直直直直直直直直直直直直直直直直ししししししししししししししししししししししししししししししにににににににににににににににににににににににににににににに関関関関関関関関関関関関関関関関関関関関関関関関関関関関関関すすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすするるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるる意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見をををををををををををををををををををををををををををををを募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集
　市水道事業では、安全で安心な水道の供給に向
け、水道料金の見直しについて市水道事業審議会
に諮問しています。
　このことについて、市民の皆さんからの意見を
募集します。
　お寄せいただいたご意見は、その概要と意見に対する市の考え方と合わ
せて、市ホームページなどで公表します（個別の回答はいたしません）。

〈意見募集概要〉
○意見を提出できる方　市内在住・在勤・在学者、市内に事業所を有する
法人その他の団体

○募集期間　１２月１日（水）～平成２３年１月５日（水）
○閲覧場所　市役所２階水道業務課、各出張所、市公民館、北・東地区文
化センター、各コミュニティセンターのほか、市ホームページ

○提出方法　表題に「水道料金の見直しについて」と明記の上、住所、氏
名を記入し、任意の用紙で１月５日（水）（必着）までに、直接持参ま
たは郵送、ファクス、電子メールで担当へ

【郵送】〒２５２－８５６６　座間市緑ケ丘１－１－１　座間市役所水道業務課
【電子メール】pb２７_mizu@city.zama.kanagawa.jp
担当　　　　　　　　　　水道業務課　1０４６（２５２）７４７０　5０４６（２５７）４１５５

下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水道道道道道道道道道道道道道道道道道道道道道道道道道道道道道道事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業にににににににににににににににににににににににににににににに関関関関関関関関関関関関関関関関関関関関関関関関関関関関関関すすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすするるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるる意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見をををををををををををををををををををををををををををををを募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集
　下水道事業について、次の①と②の見直し（案）
をお知らせするとともに市民の皆さんからの意見
を募集します。
　お寄せいただいたご意見は、その概要と意見に
対する市の考え方と合わせて、市ホームページな
どで公表します（個別の回答はいたしません）。

「①座間市公共下水道使用料の見直し」について
公共下水道の汚水処理に要する経費は、下水道使用料で賄うこととされ

ています。しかし、現在の厳しい地方財政の中で、一般会計からの依存を
できる限り少なくし、健全な事業運営を図っていくため、下水道使用料の
見直しを市公共下水道事業運営審議会に諮問しています。

「②座間市公共下水道事業計画（市街化調整区域）の見直し」について
人口減少や高齢化により地域社会情勢が大きく変化していることから、

より効率的で適正な汚水処理施設の整備を図るため公共下水道計画区域
（市街化調整区域）の見直しを行ないます。

〈意見募集概要〉
○意見を提出できる方　市内在住・在勤・在学者、市内に事業所を有する
法人その他の団体

○募集期間　１２月１日（水）～平成２３年１月５日（水）
○閲覧場所　市役所２階下水道課、各出張所、市公民館、北・東地区文化
センター、各コミュニティセンターのほか、市ホームページ

○提出方法　表題に「①公共下水道使用料の見直しについて」または「②
公共下水道事業計画の見直しについて」と明記の上、住所、氏名を記入
し、任意の用紙で１月５日（水）（必着）までに、直接持参または郵送、
ファクス、電子メールで担当へ

【郵送】〒２５２－８５６６　座間市緑ケ丘１－１－１　座間市役所下水道課
【電子メール】pb２５_gesui@city.zama.kanagawa.jp
担当　　　　　　　　　　　下水道課　1０４６（２５２）８５４１　5０４６（２５７）４１５５

 野  島 　
の じま

 織 都   ちゃん
おり ど

Ｈ２２．４．１４生まれ　男
緑ヶ丘５丁目

 小  美  濃 　 冬 羽   ちゃん
こ み の と わ

Ｈ２１．１２．３１生まれ　男
栗原中央１丁目

 大  野 　 結 音   ちゃん
おお の ゆい ね

Ｈ２１．１２．２８生まれ　女
相模が丘２丁目
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